
『全
国
木
簡
出
土
遺
跡

・
報
告
書
線
覧
』
の
刊
行

九
七
五
遺
跡
、
三

一
万

一
一
人
四
点
。
こ
の
本
に
載
せ
ら
れ
た
、
二
〇
〇

二
年
末
段
階
に
お
け
る
全
国
の
木
簡
出
土
遺
跡
と
出
土
点
数
で
あ
る
。

『綜
覧
』
に
結
実
す
る
作
業
は
、
本
誌
第

一
〇
号
に
掲
載
さ
れ
た
寺
崎
保

広
氏
に
よ
る
リ
ス
ト

（
一
九
八
七
年
末
段
階
。
三
六
八
遺
跡
、
九
万
三
六
四
人

占
一
を
補
訂
す
る
形
で
、
二
〇
〇
二
年
二
月
に
着
手
さ
れ
た
。
予
想
さ
れ
た

こ
と
と
は
い
え
、
こ
の
一
五
年
間
の
木
簡
出
土
遺
跡
の
増
加
に
は
目
を
み
は

る
も
の
が
あ
り
、
遺
跡
別

・
調
査
次
数
別
に
報
告
書
の
刊
行
状
況
を
確
認
し
、

そ
の
記
述
と
釈
文

。
実
測
図

・
写
真
図
版
を

一
点

一
点
対
照
す
る
作
業
は
、

一
個
人
の
手
作
業
で
は
遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
着
手
後

一
年
余
り
を
経
た
二
〇
〇
三
年
度
以
降
、
作
業
の
体
制

を
整
え
な
お
し
て
、
編
集
を
進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
寺
崎
氏
に
は
共
編
者

と
し
て
名
を
連
ね
て
い
た
だ
き
、
全
国
の
、　
一
〇
〇
名
を
優
に
超
え
る
方
々

に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
編
集
は

一
気
に
本
格
化
し
て
い
っ

た
。
編
集
が
進
む
に
つ
れ
、
公
表
さ
れ
て
い
る
木
簡
出
土
点
数
の
概
数
は
、

当
初
漠
然
と
把
握
し
て
い
た
二
〇
万
点
以
上
を
大
き
く
上
回
り
、
三
二
万
か

ら
二
三
万
点
、
三
六
万
か
ら
二
七
万
点

へ
と
、
度
々
修
正
さ
れ
て
い
つ
た
。

九
二
年
の
歳
月
を
費
や
し
て
実
を
結
ん
だ
こ
の
成
果
は
、
二
〇
〇
四
年
二

月
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
か
ら
は

『埋
蔵
文
化
財
ニ
ュ
ー
ス
』

一
一
四
号
と

し
て
、
当
学
会
か
ら
は
本
誌
第
二
五
号
の
巻
末
付
録
で
は
な
く

『綜
覧
』
と

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
刊
行
さ
れ
た
。
学
会
発
行
分
は
、
会
員
に
配
布
さ
れ
る
ほ

か
、
木
簡
出
土
情
報
の
蒐
集
が
、
全
国
の
発
掘
調
査
機
関
の
調
査
担
当
者
の

方
々
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
創
刊
以
来
二
五
年
間
の
ご
執
筆
者

入
八
九
名
全
員
に
お
送
り
す
る
こ
と
と
し
た
。
今
後

一
〇
年
間
を
目
途
に
、

新
た
に
ご
執
筆
い
た
だ
く
方
へ
も
配
布
す
る
予
定
で
あ
る
。

『綜
覧
』
は
、
現
段
階
で
最
ヽ
充
実
し
た
デ
ー
タ
集
で
あ
る
と
と
も
に
、

こ
こ
に
採
ら
れ
た
延
べ
五
五
〇
〇
件
を
超
え
る
関
係
文
献
を
紐
解
く
な
ら
ば
、

木
簡
の
調
査
研
究
史
そ
の
も
の
を
語
る
最
良
の
道
案
内
と
も
な
ろ
ナ
。
木
簡

を
調
査
す
る
際
に
、
出
土
遺
構
や
遺
跡
、
さ
ら
に
は
地
域
に
密
着
し
た
木
簡

の
研
究
を
志
す
際
に
、
こ
の
本
が
大
い
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
。

『綜
覧
』
刊
行
か
ら
半
年
余
り
を
経
た
現
在
、
確
認
さ
れ
た
出
土
木
簡
は
、

一
〇
二
人
遺
跡
、
三

一
万
六
〇
〇
〇
点
以
上
に
及
ぶ
。
む
ろ
ん
、
ま
だ
出
土

の
事
実
を
知
り
得
て
い
な
い
木
簡
や
、
未
報
告
の
木
簡
も
多
い
と
推
測
す
る
。

そ
の
背
後
に
、
墨
痕
に
気
づ
か
れ
な
い
ま
ま
保
管
さ
れ
て
い
る
、
木
簡
と
す

べ
き
出
土
木
製
品
が
大
量
に
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。

三

一
万
点
の
木
簡
が
、
大
海
の
一
滴
に
等
し
く
な
る
ほ
ど
の
不
断
の
史
料
蒐

集
が
、
我
々
に
課
さ
れ
た
責
務
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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